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議案第５５号 

 

筑西市立しもだて地域交流センター条例及び筑西市コミュニティセンターの設置及び

管理並びに地域集会施設との連携に関する条例の一部改正について 

 

標記について次のとおり提出する。 

令和８年６月３日 

筑西市長 設 楽 詠美子 

 

 

 

 

 

 

 

筑西市条例第   号 

 

筑西市立しもだて地域交流センター条例及び筑西市コミュニティセンターの設置及び

管理並びに地域集会施設との連携に関する条例の一部を改正する条例 

 

（筑西市立しもだて地域交流センター条例の一部改正） 

第１条 筑西市立しもだて地域交流センター条例（平成１７年条例第１３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第２号中「政治活動」の次に「（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条

第１項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を除く。）」を加える。 

（筑西市コミュニティセンターの設置及び管理並びに地域集会施設との連携に関する条例の一部

改正） 

第２条 筑西市コミュニティセンターの設置及び管理並びに地域集会施設との連携に関する条例（

令和５年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２号中「政治活動」の次に「（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条

第１項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を除く。）」を加える。 
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附 則 

 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


